
新潟市契約公告第 7号                 

特定調達契約（業務の委託等）に係る競争入札参加者の資格に関する公告

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令（平成 7 年政令第
372号）第 4条の規定に基づき，新潟市が発注する業務の委託，物品のリース・レンタルに
ついての競争入札に参加しようとする者の平成 31年度における資格審査の申請方法及び申
請時期等について次のとおり公告する。

なお，既に平成 33年 3月 31日まで有効な資格の決定を受けている者については，この
公告するところによる申請の必要はない。

  平成 31年 4月 1日

                          新潟市長 中 原 八 一

１ 発注する業務等の種類

  別表１に掲げる業務種別のとおりとする。   

２ 競争入札に参加することができる者

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4第 1項（同第 167条の
11第 1項において準用する場合を含む。）に該当しない者

(2) 新潟市税を滞納していない者
(3) 法人税若しくは所得税を滞納していない者
(4) 消費税及び地方消費税を滞納していない者
(5) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により入札に参加させないこととされ，
同項の期間を経過していない者以外の者

(6) 法人設立日（個人は事業開始の日）から申請日までの期間が，事業の承継を受けて
いる場合を除き 1年以上経過している者

３ 資格審査の申請方法

  競争入札に参加しようとする者は，政府調達（ＷＴＯ）契約に係る業務委託入札参

加資格審査申請書（以下「申請書」という。）に，次の提出書類を添えて申請しなけれ

ばならない。

(1) 提出書類点検票
(2) 登記事項証明書（個人の場合は，成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記
事項証明書及び本籍地の市町村長が発行した身分証明書）

(3) 申請日直前の決算時における 1 年度分の決算報告書（個人の場合は，所得税の申告
書の写し又はこれに準ずるもの）

(4) 納税証明書



ア 新潟市に納税義務がある場合は，新潟市税に未納の税額がないことの納税証明書

イ 法人の場合は，法人税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの納税証

明書

ウ 個人の場合は，所得税と消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの納税証

明書

(5) 使用印鑑届
(6) 委任状（契約に関する権限を委任する場合のみ）
(7) 暴力団等の排除に関する誓約書
(8) 承継等に関する書類（提出日から 1 年以内に営業の全部又は一部を承継した法人又
は個人）

(9) 許認可・登録等の資格を証明するもの（許認可・登録等の資格を有する場合のみ）
(10) ＩＳＯ登録証の写し（取得している場合のみ）
(11) 受付確認票
(12)  返信用封筒
４ 申請において使用する言語等

(1) 申請書及び提出書類の記載は，日本語で行うこと。
なお，提出書類のうち外国語で記載されたものは，日本語の訳文を付記し，又は添

付すること。

(2) 申請書及び提出書類に用いる金額は，出納官吏事務規程（昭和 22 年大蔵省令第 95
号）第 16号に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し，記載すること。

５ 申請書類の入手方法

  新潟市財務部契約課ホームページから取得することができる。また，新潟市財務部契

約課で交付する。

６ 申請の時期

随時（ただし，参加を希望する入札案件の公告日から当該入札公告で指定された申請

書の提出期限まで）

申請書及び提出書類は，下記 11の場所に持参又は郵送すること。
７ 資格審査結果の通知

審査終了後に資格審査結果の通知を行う。

８ 資格の有効期間

資格決定の日から平成 33年 3月 31日まで
９ 資格の有効期間の更新手続き

  資格の更新を希望する者は，平成 32年度の有効期間中に資格審査を行う予定があるの
で，申請すること。

10 その他

申請書の記入方法及び提出書類の詳細は，政府調達（ＷＴＯ）契約に係る業務委託入



札参加資格審査申請書提出要領による。上記 5により取得することができる。
11 申請書の提出先及び照会先

郵便番号 951－8550 
新潟市中央区学校町通 1番町 602番地 1 
新潟市財務部契約課物品契約係

電話 025－226－2213 


